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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、景観法、広告物法及び御殿場市総合景観条例（平成２５年御殿場市

条例第４６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、「東山二の岡地区」とは、重点地区のうち東山二の岡地区を

いう。 

２ この規則において、「国道１３８号等沿道地区」とは、重点地区のうち国道１３８号

等沿道地区をいう。 

３ この規則において、「国道２４６号沿道地区」とは、重点地区のうち国道２４６号沿

道地区をいう。 

４ この規則において、「御殿場駅周辺地区」とは、重点地区のうち御殿場駅周辺地区を

いう。 

５ この規則において、「一般規制地区」とは、条例第２７条第１号から第９号までに規

定する地区（前４項に規定する地区を除く。）をいう。 

６ この規則において、「普通規制地区」とは、景観計画区域（前５項に規定する地区を

除く。）をいう。 

７ この規則における用語の意義は、前各項に定めるもののほか、条例において使用する

用語の例による。 

第２章 景観計画 

（景観法第１６条第１項の規定による届出） 

第３条 景観法第１６条第１項の規定による届出は、御殿場市景観計画区域における行為

の届出書（様式第１号）によるものとする。 



 

 

２ 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「省令」という。）第１

条第２項第１号ニに規定する彩色が施された２面以上の立面図は、日本工業規格 

 Ｚ８７２１に定める色相、明度及び彩度の三属性の値によって表示するものとする。 

（変更の届出） 

第４条 景観法第１６条第２項の規定による届出は、御殿場市景観計画区域における行為

の変更届出書（様式第２号）により行うものとする。 

２ 前項の届出には、省令第１条第２項に規定する図書（当該変更に係るものに限る。）

を添付するものとする。 

（条例第１４条第１項第１号の規則で定める規模） 

第５条 条例第１４条第１項第１号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる区分ごとに、

それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 

(1) 市全域（重点地区を除く。） 建築物の高さが１０メートル以下で、かつ、建築物

の延べ面積が１,０００平方メートル以下のもの 

(2) 重点地区 建築物の高さが１０メートル以下で、かつ、建築物の延べ面積が 

 ２５０平方メートル以下のもの 

（条例第１４条第１項第２号の規則で定める工作物） 

第６条 条例第１４条第１項第２号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。 

(1) 垣、柵、擁壁その他これらに類するもの 

(2) 高架道路、高架鉄道、橋りょう、歩道橋その他これらに類するもの  

(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの 

(4) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 

(5) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの 

(6) 観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施

設 

(7) コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設 

(8) 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設  

(9) ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他これらに類する処理施設 

(10) 自動車車庫の用途に供する立体的な施設  

(11) 電気供給のための電線路の支持物、有線電気通信のための経路の支持物、空中線

系の支持物その他これらに類するもの 

(12) 彫像、記念碑その他これらに類するもの 

(13) 風力発電施設 

(14) 太陽光発電施設 

(15) 屋外に設置する自動販売機（東山二の岡地区及び御殿場駅周辺地区に限る。） 



 

 

(16) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観等の形成を妨げるおそれがある工作物と

して告示するもの 

（条例第１４条第１項第２号の規則で定める規模） 

第７条 条例第１４条第１項第２号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる工作物の種

類ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 

(1) 前条第１号に規定する工作物 当該工作物の高さが５メートル以下のもの 

(2) 前条第２号に規定する工作物 当該工作物の長さが２０メートル以下のもの 

(3) 前条第３号から第１３号までに規定する工作物 当該工作物の高さが１５メート

ル以下のもの 

(4) 前条第１４号に規定する工作物 当該工作物の高さが１５メートル以下又はモ

ジュールの面積が１，０００平方メートル以下のもの 

(5) 前条第１５号に規定する工作物 当該工作物の高さが１．５メートル以下のもの 

(6) 前条第１６号に規定する工作物 告示で定める規模 

２ 前項の規定にかかわらず、重点地区における前条第３号から第１４号までに規定する

工作物の条例第１４条第１項第２号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる工作物

の種類ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 

(1) 前条第３号から第１３号までに規定する工作物 当該工作物の高さが１０メート

ル以下のもの 

(2) 前条第１４号に規定する工作物 当該工作物の高さが１０メートル以下又はモ

ジュールの面積が１，０００平方メートル以下のもの 

（条例第１４条第１項第４号の規則で定める規模） 

第８条 条例第１４条第１項第４号の規則で定める規模は、都市計画法第４条第１２項に

規定する開発行為を行う区域の面積が２，０００平方メートル未満のものとする。 

（景観法第１６条第３項の規定による勧告） 

第９条 景観法第１６条第３項の規定による勧告は、御殿場市景観計画に規定する行為の

制限に関する勧告書（様式第３号）により行うものとする。 

（勧告に従わない旨の公表） 

第１０条 条例第１９条第１項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称及び

住所又は所在地並びに法人にあっては代表者の職及び氏名並びに勧告の概要その他必

要な事項を公告することにより行うほか、広く市民に周知させる方法により行うもの

とする。 

２ 条例第１９条第２項の規定による通知は、御殿場市景観計画に規定する行為の制限に

関する勧告に係る公表通知書（様式第４号）により行うものとする。 

３ 条例第１９条第２項の規定による通知及び意見陳述のための手続は、御殿場市聴聞及



 

 

び弁明の機会の付与に関する規則（平成９年御殿場市規則第１７号）第１６条から第

２２条までの規定の例による。 

（景観法第１７条第１項前段の規定による命令） 

第１１条 景観法第１７条第１項前段の規定による命令は、御殿場市特定届出対象行為に

関する変更命令書（様式第５号）により行うものとする。 

（期間の延長の通知） 

第１２条 景観法第１７条第４項後段の規定による通知は、御殿場市特定届出対象行為処

分期間延長通知書（様式第６号）により行うものとする。 

（原状回復等の命令） 

第１３条 景観法第１７条第５項の規定による命令は、御殿場市建築物又は工作物の原状

回復等命令書（様式第７号）により行うものとする。 

（身分証明書） 

第１４条 景観法第１７条第８項及び同法第２３条第３項（同法第３２条第１項において

準用する場合を含む。）に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（景観法関係）

（様式第８号）によるものとする。 

（行為の着手の制限に係る期間の短縮） 

第１５条 市長は、景観法第１８条第２項の規定により、良好な景観等の形成に支障を及

ぼすおそれがないと認め、行為の着手の制限期間を短縮したときは、御殿場市景観計

画に規定する景観形成基準適合通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

（景観重要建造物の指定の告示） 

第１６条 条例第２１条第２項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 景観重要建造物の名称 

(2) 景観重要建造物の所在地 

(3) 指定番号及び指定年月日 

(4) 指定の理由となった外観の特徴 

（景観重要建造物の指定の通知） 

第１７条 景観法第２１条第１項の規定による通知は、御殿場市景観重要建造物指定通知

書（様式第１０号）により行うものとする。 

２ 前項の通知は、省令第８条第１項第６号に掲げる事項を示す縮尺２，５００分の１以

上の図面を添付して行うものとする。 

（景観重要建造物を表示する標識に記載する事項） 

第１８条 景観法第２１条第２項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載す

るものとする。 

(1) 景観重要建造物である旨の表示 



 

 

(2) 景観重要建造物の名称 

(3) 景観重要建造物の所在地 

(4) 指定番号及び指定年月日 

(5) 指定の理由となった外観の特徴 

（景観重要建造物の現状変更の許可の申請等） 

第１９条 景観法第２２条第１項本文の許可の申請は、景観重要建造物の現状を変更しよ

うとする日の３０日前までに、御殿場市景観重要建造物現状変更許可申請書（様式第

１１号）を提出して行うものとする。 

２ 市長は、前項の許可をしたときは御殿場市景観重要建造物現状変更許可通知書（様式

第１２号）により、許可をしないときは御殿場市景観重要建造物現状変更不許可通知

書（様式第１３号）により通知するものとする。 

（景観重要建造物の原状回復等の命令） 

第２０条 景観法第２３条第１項の規定による命令は、御殿場市景観重要建造物原状回復

等命令書（様式第１４号）により行うものとする。 

（景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告） 

第２１条 条例第２３条第１項の規定による勧告は、御殿場市景観重要建造物の管理に関

する勧告書（様式第１５号）により行うものとする。 

２ 条例第２３条第２項の規定による命令は、御殿場市景観重要建造物の管理に関する命

令書（様式第１６号）により行うものとする。 

（景観重要建造物の指定の解除の通知） 

第２２条 景観法第２７条第３項において準用する同法第２１条第１項の規定による通知

は、御殿場市景観重要建造物指定解除通知書（様式第１７号）により行うものとする。 

（景観重要樹木の指定の告示） 

第２３条 条例第２４条第２項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 景観重要樹木の名称 

(2) 景観重要樹木の樹種 

(3) 景観重要樹木の所在地 

(4) 指定番号及び指定年月日 

(5) 指定の理由となった外観の特徴 

（景観重要樹木の指定の通知） 

第２４条 景観法第３０条第１項の規定による通知は、御殿場市景観重要樹木指定通知書

（様式第１８号）により行うものとする。 

（景観重要樹木を表示する標識に記載する事項） 

第２５条 景観法第３０条第２項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載



 

 

するものとする。 

(1) 景観重要樹木の名称 

(2) 景観重要樹木である旨の表示 

(3) 景観重要樹木の樹種 

(4) 景観重要樹木の所在地 

(5) 指定番号及び指定年月日 

(6) 指定の理由となった外観の特徴 

（景観重要樹木の現状変更の許可の申請等） 

第２６条 景観法第３１条第１項本文の許可の申請は、景観重要樹木の現状を変更しよう

とする日の３０日前までに、御殿場市景観重要樹木現状変更許可申請書（様式第１９

号）を提出して行うものとする。 

２ 市長は、前項の許可をしたときは御殿場市景観重要樹木現状変更許可通知書（様式第

２０号）により、許可をしないときは御殿場市景観重要樹木現状変更不許可通知書

（様式第２１号）により通知するものとする。 

（景観重要樹木の原状回復等の命令） 

第２７条 景観法第３２条第１項において準用する同法第２３条第１項の規定による命令

は、御殿場市景観重要樹木原状回復等命令書（様式第２２号）により行うものとする。 

（景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告） 

第２８条 条例第２６条第１項の規定による勧告は、御殿場市景観重要樹木の管理に関す

る勧告書（様式第２３号）により行うものとする。 

２ 条例第２６条第２項の規定による命令は、御殿場市景観重要樹木の管理に関する命令

書（様式第２４号）により行うものとする。 

（景観重要樹木の指定の解除の通知） 

第２９条 景観法第３５条第３項において準用する同法第３０条第１項の規定による通知

は、御殿場市景観重要樹木指定解除通知書（様式第２５号）により行うものとする。 

（景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出） 

第３０条 景観法第４３条の規定による届出は、御殿場市景観重要建造物又は景観重要樹

木所有者変更届出書（様式第２６号）により行うものとする。 

第３章 広告物等の制限 

 （禁止地域の区分） 

第３１条 条例第２７条の禁止地域における条例第３０条第１項から第３項まで及び第 

 ３６条に規定する規則で定める基準を定め、地域の特性に応じた規制を行うため、禁止

地域を次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる地区に区分するものとする。 

(1) 条例第２７条第１０号に掲げる区域 東山二の岡地区、国道１３８号等沿道地区



 

 

及び国道２４６号沿道地区 

(2) 条例第２７条第１号から第９号に掲げる区域（前号に掲げる地区を除く。） 一般

規制地区 

（許可地域の区分） 

第３２条 条例第２９条の許可地域における条例第３０条第１項から第３項まで及び第 

 ３６条に規定する規則で定める基準を定め、地域の特性に応じた規制を行うため、御殿

場駅周辺地区及び普通規制地区を許可地域とするものとする。 

 （禁止地域又は許可地域の区分の適用に変更があった場合の特例） 

第３３条 一の地域又は場所の禁止地域又は許可地域の区分が変更になった際現にその地

区内において表示等の許可を受けて表示している広告物又は設置している掲出物件に

ついては、当該変更のあった日から起算して３年間（当該広告物又は掲出物件が簡易

広告物等である場合にあっては、３０日間）は、それぞれ、引き続き変更前の地区に

存するものとみなす。 

２ 一の地域又は場所の禁止地域又は許可地域の区分が変更になった際現にその地区内に

おいて適法に表示している広告物又は設置している掲出物件（表示等の許可を受けて

表示している広告物又は設置している掲出物件を除く。）については、当該変更のあっ

た日から起算して３年間（当該広告物又は掲出物件が簡易広告物等である場合にあっ

ては、３０日間）は、別表第１又は別表第２の規定にかかわらず、引き続きこれらを

表示し、又は設置することができる。 

 （適用除外の基準） 

第３４条 条例第３０条第１項第２号及び第４号、第２項第１号から第３号まで、第６号、

第９号及び第１０号、第３項第１号並びに第５項の規則で定める基準は、別表第１の

とおりとする。 

 （許可の申請） 

第３５条 条例第３３条第１項の規定による許可の申請は、御殿場市総合景観条例に基づ

く屋外広告物許可申請書（様式第２７号）により行うものとする。 

２ 条例第３３条第１項第７号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置の期間 

(2) 工事施行者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその者が屋外広告業を営む

者である場合にあっては、その者の県条例第２２条の３第１項の登録番号 

(3) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日 

３ 条例第３３条第２項第４号の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の周辺の状況を示すカラー写真 

(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所が、他人の所有又は管理に属する



 

 

ときは、その所有者又は管理者の承諾を証する書面又はその写し 

（許可の基準） 

第３６条 条例第３４条第１項の規則で定める基準は、別表第２のとおりとする。 

（許可証の交付） 

第３７条 市長は、条例第３４条第１項に規定する許可を行うときは、御殿場市総合景観

条例に基づく屋外広告物表示及び設置許可証（様式第２８号）を申請者に交付し、同

条第２項の不許可を行うときは、御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物表示及び

設置不許可通知書（様式第２９号）を申請者に交付して行うものとする。 

（許可の期間） 

第３８条 条例第３６条第１項の規則で定める期間は、２年以内とする。ただし、同項た

だし書の規則で定める期間は、３０日以内とする。 

（許可期間の更新の申請） 

第３９条 条例第３６条第２項に規定する許可の期間の更新は、御殿場市総合景観条例に

基づく屋外広告物許可期間更新申請書（様式第３０号）により行うものとする。 

２ 前項の御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物許可期間更新申請書には、次に掲げ

る図書を添付しなければならない。ただし、表示している広告物又は設置している掲

出物件が簡易広告物等である場合にあっては、この限りでない。 

(1) 申請前１月以内に撮影した広告物又は掲出物件のカラー写真 

(2) 申請前３月以内に行った点検に係る御殿場市屋外広告物点検報告書（様式第３１

号） 

(3) その他市長が必要と認める図書 

３ 第４５条に規定する堅ろうな広告物等について第１項に規定する更新の申請をする場

合においては、前項第２号の規定により添付しなければならない御殿場市屋外広告物

点検報告書の点検実施者は、条例第４０条第１項の堅ろうな広告物等の管理者でなけ

ればならない。 

４ 条例第３６条第５項の通知は、御殿場市屋外広告物許可期間満了通知書（様式第３２

号）により通知するものとする。 

 （許可の期間の更新許可証等の交付） 

第４０条 市長は、条例第３６条第２項に規定する許可を行うときは、御殿場市総合景観

条例に基づく屋外広告物許可期間更新許可証（様式第３３号）を申請者に交付し、同

条第３項の規定により許可の期間を更新しないときは、御殿場市総合景観条例に基づ

く屋外広告物許可期間更新の不許可通知書（様式第３４号）を申請者に交付するもの

とする。 

 （変更等の許可の申請） 



 

 

第４１条 条例第３７条第１項に規定する変更の許可を受けようとする者は、御殿場市総

合景観条例に基づく屋外広告物変更許可申請書（様式第３５号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 案内図 

(2) 変更の前後を比較できる仕様書及び設計図 

(3) 変更の前後を比較できる色彩及び意匠を表す図面 

(4) 広告物又は掲出物件のカラー写真 

(5) その他市長が必要と認める図書 

 （変更許可証等の交付） 

第４２条 市長は、条例第３７条第１項に規定する変更許可を行うときは、御殿場市総合

景観条例に基づく屋外広告物変更許可証（様式第３６号）を申請者に交付し、同条第

２項に規定する許可をしないときは、御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物変更

不許可通知書（様式第３７号）を申請者に交付するものとする。 

 （軽微な変更） 

第４３条 条例第３７条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものと

する。 

(1) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠又は形状に変更を加えない程度に修繕し、補強

し、又は塗り変えること。 

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状及び色彩（色彩の変更にあっては、東山二の岡

地区、国道１３８号等沿道地区、国道２４６号沿道地区及び御殿場駅周辺地区に表

示する広告物又は設置する掲出物件並びに一般規制地区における条例第３０条第６

項に規定する広告物又は掲出物件に限る。）を変更することなく、興行等の内容を表

示する広告物を定期的に変更すること。 

（許可の証票等） 

第４４条 条例第３８条に規定する規則で定める許可の証票は、御殿場市屋外広告物許可

証（様式第３８号）とする。 

２ 条例第３８条ただし書に規定する規則で定める許可の証印は、御殿場市屋外広告物許

可済証（様式第３９号）とする。 

 （堅ろうな広告物等） 

第４５条 条例第４０条第１項に規定する堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件は、建

築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３８条第１項及び第２項に規定す

る工作物その他これらに類するものとする。 

 （広告物に関する届出） 



 

 

第４６条 条例第４１条第１項の規定による届出は、御殿場市総合景観条例に基づく堅ろ

うな広告物等の管理者の設置又は変更届（様式第４０号）により行うものとする。 

２ 前項の届出書には、条例第４０条第２項各号のいずれかに掲げる者に該当することを

証する書面又はその写しを添付しなければならない。 

３ 条例第４１条第２項の規定による届出は、御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物

等の設置者変更届（様式第４１号）により行うものとする。 

４ 条例第４１条第３項の規定による届出は、御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物

等の設置者又は堅ろうな広告物等の管理者の変更届（様式第４２号）により行うもの

とする。 

５ 条例第４１条第４項の規定による届出は、御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物

等の滅失届（様式第４３号）により行うものとする。 

 （誓約書） 

第４７条 条例第４２条第２項の規定による誓約書の提出は、御殿場市既存掲出物件の継

続設置に係る誓約書（様式第４４号）により行うものとする。 

 （除却届） 

第４８条 条例第４２条第３項の規定による届出は、御殿場市総合景観条例に基づく屋外

広告物除却届（様式第４５号）により行うものとする。 

２ 前項の届出には、表示等の許可に係る広告物又は掲出物件の除却後の写真を添付しな

ければならない。 

 （違反広告物等である旨の表示） 

第４９条 条例第４５条第１項の表示は、様式第４６号又は様式第４７号により行うもの

とする。 

２ 条例第４５条第２項の表示は、様式第４８号又は様式第４９号により行うものとする。 

（身分証明書） 

第５０条 条例第４７条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（屋外広告物関係）

（様式第５０号）とする。 

 （一覧簿の閲覧） 

第５１条 条例第４８条第３項の一覧簿は、保管広告物等一覧簿（様式第５１号）により

行うものとする。 

（広告物等の返還に係る受領書） 

第５２条 条例第５０条の規則で定める受領書は、御殿場市屋外広告物等の返還に係る受

領書（様式第５２号）とする。 

（改善計画） 

第５３条 市長は、条例附則第５項に規定する改善計画について、御殿場市総合景観条例



 

 

に基づく改善計画書（様式第５３号）が提出され、当該改善計画が適当であると認め

るときは、御殿場市総合景観条例に基づく改善計画の認定書（様式第５４号）により

認定するものとする。 

第４章 景観評価委員会 

 （景観評価委員会） 

第５４条 条例第５４条第５項の景観評価委員会の運営に関し必要な事項は、次の各項に

掲げる事項とする。 

２ 委員長に関し必要な事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 景観評価委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

(2) 委員長は、会務を総理し、景観評価委員会を代表する。 

(3) 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、

その職務を代理する。 

３ 会議の運営に関し必要な事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 景観評価委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

(2) 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

(3) 景観評価委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、委員長の決するところによる。 

(4) 景観評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は

説明を聴くことができる。 

４ 景観評価委員会の庶務は、市長の定める部課において処理する。 

５ この規則に定めるもののほか、景観評価委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

第５章 雑則 

（申請手数料の免除） 

第５５条 条例附則第８項に規定する手数料の免除の申請は、御殿場市総合景観条例に基

づく屋外広告物手数料免除申請書（様式第５５号）により行うものとする。 

２ 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、御殿場市総合景観条例に基づく屋

外広告物手数料免除認定書（様式第５６号）により認定するものとする。ただし、手

数料の免除対象となる広告物又は掲出物件の存する一の住所又は事業所、営業所若し

くは作業場等に手数料の免除対象となる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物

件が存する場合に、当該広告物又は掲出物件が条例の規定に適合していると認めるこ

とができないときは、手数料の免除の認定をしてはならない。 

（補則） 

第５６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （静岡県屋外広告物条例施行細則の廃止） 

２ 静岡県屋外広告物条例施行細則（平成１５年御殿場市規則第５号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際現に廃止前の静岡県屋外広告物条例施行細則の規定及び様式によ

り提出されている申請書等は、この規則の相当規定及び様式により提出された申請書

等とみなす。 



















































 

 

様式第１号（第３条関係） 

 

御殿場市景観計画区域における行為の届出書 

 

年   月   日 

御殿場市長 様 

 

届出者 住  所           

氏  名         印 

電話番号           

 

景観法第１６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

行
為
の
種
類 

建築物 ڧ新築 ڧቑ築 ڧ改築 ڧ⛣㌿ 

 外観を変更することとなる修繕又は模様᭰えڧ

 色彩の変更ڧ

工作物 ڧ新築 ڧቑ築 ڧ改築 ڧ⛣㌿ 

 外観を変更することとなる修繕又は模様᭰えڧ

 色彩の変更ڧ

開発行為 ڧ土地の区画の変更 

 土地の形㉁の変更ڧ

場所 御殿場市 

行為の期間 着手予定  年  月  日から  年  月  日まで 

代理者 住  所 

氏  名 

電話番号 

設計者 住  所 

氏  名 

電話番号 

工事施行者 住  所 

氏  名 

電話番号 

 



 

 

別紙１ 建築物の概要 

景観計画における 

区分の名称 

 国道138号等沿道地区ڧ   東山・二の岡地区ڧ

 御殿場駅周辺地区ڧ  国道246号沿道地区ڧ

 上記以外の地区ڧ

都市計画の区域区分 ڧ市街区域  ڧ市街ㄪᩚ区域 

行為の種類 ڧ新築 ڧቑ築 ڧ改築 ڧ⛣㌿ ڧ色彩の変更 

 外観を変更することとなる修繕又は模様᭰えڧ

敷地面積         ੍ 延べ面積         ੍ 

高さ（平ᆒ地┙面から屋上に設置する建築設備の上端まで）         ｍ 

 仕上ᮦ 色彩（基ㄪ色） 

屋根   

外壁   

外壁のうち基ㄪ色以

外（アクセントカラ

ー）を使用する部分 

方向 
見付面積に対するアク

セントカラーの割合 
色彩（アクセントカラー） 

東立面 㸣  

す立面 㸣  

༡立面 㸣  

立面 㸣  

壁
面
緑
視
率 

道路に面して緑

を施す面 

 す立面ڧ  東立面ڧ

 立面ڧ  ༡立面ڧ

ᕥ記立面の建築

物見付面積 

 

੍ 

道路に面して᳜

᱂する樹木 

 高木 中木 ప木 

本数等 本 本 ｍ 

立面換算値 18.0੍�本 4.5੍�本 0.5੍�ｍ 

立面換算面積 ੍ ੍  

樹木計 ੍ 

壁面緑視率 㸣 

緑
化
率 

樹木 

 高木 中木 ప木 

本数等 本 本 ｍ 

立面換算値 9.00੍�本 2.25੍�本 0.25੍�ｍ 

立面換算面積 ੍ ੍ ੍ 

樹木計 ੍ 

地⿕᳜物・ⰼቭ ੍ 

緑率 㸣 

備考  

 



 

 

別紙２ 工作物の概要 

景観計画における 

区分の名称 

 国道138号等沿道地区ڧ   東山・二の岡地区ڧ

 御殿場駅周辺地区ڧ  国道246号沿道地区ڧ

 上記以外の地区ڧ

都市計画の区域区分 ڧ市街区域  ڧ市街ㄪᩚ区域 

行為の種類 ڧ新築 ڧቑ築 ڧ改築 ڧ⛣㌿ ڧ色彩の変更 

 外観を変更することとなる修繕または模様᭰えڧ

工作物の種類  

敷地面積         ੍ 高さ         ｍ 

太陽電ụモジュールの総面積                 ੍ 

 仕上ᮦ 色彩（基ㄪ色） 

屋根   

外壁   

外壁のうち基ㄪ色以

外（アクセントカラ

ー）を使用する部分 

方向 
見付面積に対するアク

セントカラーの割合 
色彩（アクセントカラー） 

東立面 㸣  

す立面 㸣  

༡立面 㸣  

立面 㸣  

壁
面
緑
視
率 

道路に面して緑

を施す面 

 す立面ڧ  東立面ڧ

 立面ڧ  ༡立面ڧ

ᕥ記立面の建 

築物見付面積 

 

੍ 

道路に面して᳜

᱂する樹木 

 高木 中木 ప木 

本数等 本 本 ｍ 

立面換算値 18.0੍�本 4.5੍�本 0.5੍�ｍ 

立面換算面積 ੍ ੍  

樹木計 ੍ 

壁面緑視率 㸣 

緑
化
率 

樹木 

 高木 中木 ప木 

本数等 本 本 ｍ 

立面換算値 9.00੍�本 2.25੍�本 0.25੍�ｍ 

立面換算面積 ੍ ੍ ੍ 

樹木計 ੍ 

地⿕᳜物・ⰼቭ ੍ 

緑率 㸣 

備考  

 



 

 

開発行為の概要 

開発行為の概要 

区域の面積 
 

 

行為の目的 
 

 

行為の内容 
 

 

備考  

 

 

特定照明 

特定照明 

種類 
 

 

照ᑕ物の高さ 
 

ｍ 

備考  

 

 

良好な景観等の形成のために特に㓄៖した事項 

 

 

 



 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

御殿場市景観計画区域における行為の変更届出書 

 

年   月   日 

御殿場市長 様 

 

届出者 住  所           

氏  名         印 

電話番号           

 

景観法第１６条第１項の規定による届出に係る事項を次のとおり変更するので、同条

第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

当ึの届出年月日      年  月  日 

行為の場所 御殿場市 

変更の概要  

変更する部分 変更内容 

 

 

 

 

 

 

変
更
前 

 

変
更
後 

 

 

 

 

 

 

 

変
更
前 

 

変
更
後 

 

※
処
理
欄 

 

備考 ͤ印のḍには、記ධしないでください。 

 



 

 

様式第３号（第９条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

      様 

 

 

御殿場市長      印  

 

 

御殿場市景観計画に規定する行為の制限に関する勧 告 書  

 

     年   月   日 付 け で 届 出 の あ っ た 行 為 が 景 観 計 画 に 定 め ら れ た

当 該 行 為 に つ い て の 制 限 に 適 合 し な い と 認 め ら れ る の で 、 景 観 法 第 １ ６ 条 第

３ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 必 要 な 措 置 を と る こ と を 勧 告 し ま す 。  

 な お 、 ṇ 当 な 理 由 な く こ の 勧 告 に 従 わ な い 場 合 は 、 御 殿 場 市 総 合 景 観 条 例

第 １ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が あ り ま す 。  

１  届 出 の あ っ た 行 為  

２  適 合 し な い と 認 め ら れ る 理 由  

３  と る べ き 措 置  

４  ᒚ 行 期 限             年   月   日  

５  連 絡 先  



 

 

様式第４号（第１０条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

 

      様 

 

 

御殿場市長      印  

 

 

御殿場市景観計画に規定する行為の制限に関する勧 告 に 係 る 公 表 通 知 書  

 あ な た は 、 景 観 法 第 １ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け ま し た が 、 ṇ 当

な 理 由 な く そ の 勧 告 に 従 わ な い た め 、 御 殿 場 市 総 合 景 観 条 例 第 １ ９ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 次 の と お り そ の 旨 を 公 表 し た の で 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 通

知 し ま す 。  

 

１  公 表 の 方 法  

  

２  公 表 す る 理 由  



 

 

様式第５号（第１１条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市特定届出対象行為に関する変更命令書 

 

年  月  日付けで届出のあった行為については、景観計画に定められた建築物

又は工作物の形ែ意匠の制限に適合しないと認められるので、景観法第１７条第１項前段

の規定により、次のとおり必要な措置をとることを命じます。 

 なお、この命令に違反した場合は、同法第１０２条第１号の規定により、５０以下の

⨩㔠に処せられることがあります。 

 

１ 命令の対象となる行為 

２ 適合しないと認められる理由 

３ とるべき措置 

４ ᒚ行期限    年  月  日 

５ 連絡先 

 

この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提

起をすることができます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に

対して␗議申立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告

（ッゴにおいては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができ

ます（決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定

の取消しのッえを提起することができなくなります。）。ただし、先に␗議申立てをし

た場合の処分の取消しのッえを提起することができる期間は、当該␗議申立てに係る

決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となります。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。



 

 

様式第６号（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市特定届出対象行為処分期間延長通知書 

 

年  月  日付けで届出のあった行為については、景観法第１７条第４項 

前段の規定により、当該命令をすることができる期間を延長するので、同項後段の規定に

より、次のとおり通知します。 

 

 

１ 届出のあった行為 

 

２ 延長する期間 

 

  年  月  日から      年  月  日まで（  日間） 

 

３ 延長の理由 



 

 

様式第７号（第１３条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市建築物又は工作物の原状回復等命令書 

 

年  月  日付けで届出のあった行為について、    年  月  日 

付け 第   号により必要な措置をとることを命じましたが、当該命令に違反したと認

められるので、景観法第１７条第５項の規定により、次のとおり原状回復またはこれに代

わるべき措置をとることを命じます。 

 なお、この命令に違反した場合は、同法第１０１条の規定により１年以下のᠬᙺ又は 

５０以下の⨩㔠に処されることがあります。 

 

１ 命令の対象となる行為 

２ 命令の理由 

３ とるべき措置 

４ ᒚ行期限    年  月  日 

５ 連絡先 

 

 この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提起

をすることができます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に

対して␗議申立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告

（ッゴにおいては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができ

ます（決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定

の取消しのッえを提起することができなくなります。）。ただし、先に␗議申立てをし

た場合の処分の取消しのッえを提起することができる期間は、当該␗議申立てに係る

決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となります。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。 



 

 

様式第８号（第１４条関係） 

 

第    号 

身分証明書（景観法関係） 

所属 

職氏名 

  年  月  日⏕ 

 

 上記の者は、景観法第１７条第８項若しくは第２３条第３項

（同法第３２条第１項において準用する場合を含む。) の規定に

より原状回復等を行い、又は同法第１７条第７項の規定により立

ධ検ᰝ若しくは立ධㄪᰝをするᶒ限を有する者であることを証明

する。 

      年  月  日交付 

御殿場市長    印 

（写真） 

 

(裏) 

景観法（ᢤ⢋） 

第１７条 第１項から第５項まで （␎） 

６ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命

じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を☜知することができないときは、景観行

政団体の長は、その者の㈇ᢸにおいて、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委௵した者にこれ

を行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限

までに当該原状回復等を行わないときは、景観行政団体の長又はその命じた者若しくは委௵した者が当該原状回復

等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。 

７ 景観行政団体の長は、第１項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置をとることを命

られた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は景観行政団体の職員に、当該ࡐ

建築物の敷地若しくは当該工作物の存する土地に立ちධり、特定届出対象行為の実施状況を検ᰝさせ、若しくは特

定届出対象行為が景観に及ぼす影㡪をㄪᰝさせることができる。 

８ 第６項の規定により原状回復等を行おうとする者及び前項の規定により立ධ検ᰝ又は立ධㄪᰝをする者は、その

身分を示す証明書をᦠᖏし、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。 

第９項 （␎） 

(ὀ) 大きさは、縦５．５センࢳメートル、横９センࢳメートルとする。 



 

 

様式第９号（第１５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

御殿場市長      印  

 

 

御殿場市景観計画に規定する景観形成基準適合通知書 

 

   年   月   日 付 け で 届 出 の あ っ た 行 為 に つ い て は 、 景 観 計 画 に 定 め

ら れ た 景 観 形 成 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め 、 景 観 法 第 １ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 、 次 の と お り 行 為 に 着 手 で き る こ と と し た の で 通 知 し ま す 。  

 

 

１  行 為 の 場 所  

 

２  届 出 の あ っ た 行 為  

 

３  行 為 の 着 手 が 可 ⬟ と な る 日  年   月   日  



 

 

様式第１０号（第１７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

      様 

 

 

御殿場市長      印  

 

 

御殿場市景観重要建造物指定通知書 

 

 景観法第１９条第１項の規定により景観重要建造物を指定したので、同法第２１条第１

項の規定により、次のとおり通知します。 

 

 

１ 指定番号  第   号 

 

２ 指定年月日      年  月  日 

 

３ 景観重要建造物の名称 

 

４ 景観重要建造物の所在地 

 

５ 景観重要建造物の所有者の氏名及び住所 

 

６ 指定の理由となった外観の特徴 



 

 

様式第１１号（第１９条関係） 

 

御殿場市景観重要建造物現状変更許可申請書 

 

年  月  日 

御殿場市長 様 

 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 景観法第２２条第１項本文の規定により、次のとおり申請します。 

指定番号 第    号 

指定年月日 年  月  日 

景観重要建造物の

名称 

 

景観重要建造物の

所在地 

 

行為の場所 御殿場市 

設計者 

住  所 

氏  名            （電話番号        ） 

事務所名 

施行者 

住  所 

氏  名            （電話番号        ） 

事務所名 

行為の期間 着工予定   年  月  日 完了予定   年  月  日 

行為の内容 
 

 

 



 

 

様式第１２号（第１９条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市景観重要建造物現状変更許可通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった景観重要建造物の現状変更については、景

観法第２２条第１項本文の規定により次のとおり許可したので通知します。 

指定番号 第    号 

指定年月日 年  月  日 

景観重要建造物の

名称 

 

景観重要建造物の

所在地 

 

行為の期間 着工予定   年  月  日 完了予定   年  月  日 

行為の内容 

 

 

 

 

 

 

許可の条件 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１３号（第１９条関係） 

第     号 

年  月  日 

  

     様 

御殿場市長      印  

 

 

御殿場市景観重要建造物現状変更不許可通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった景観重要建造物の現状変更については、景

観法第２２条第２項の規定により次のとおり許可しないこととしたので通知します。 

指定番号 第    号 

指定年月日 年  月  日 

景観重要建造物の

名称 

 

景観重要建造物の

所在地 

 

不許可の理由 

 

 

 

 

 この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提起

をすることができます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に

対して␗議申立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告

（ッゴにおいては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができ

ます（決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定

の取消しのッえを提起することができなくなります。）。ただし、先に␗議申立てをし

た場合の処分の取消しのッえを提起することができる期間は、当該␗議申立てに係る

決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となります。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。  



 

 

様式第１４号（第２０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

御殿場市長      印  

 

御殿場市景観重要建造物原状回復等命令書 

 

 あなたは、景観法第２２条第１項本文の規定による許可を受けないで景観重要建造物の

現状変更を行った（景観法第２２条第３項の規定により同条第１項本文の規定による許可

に付された条件に違反した）ので、同法第２３条第１項の規定により、次のとおり原状回

復又はこれに代わるべき必要な措置をとることを命じます。 

 なお、この命令に違反した場合は、同法第１０３条の規定により、３０以下の⨩㔠

に処されることがあります。 

 

１ 原状回復等命令の対象となる景観重要建造物の名称及び指定番号 

２ 命令の理由 

３ とるべき措置 

４ ᒚ行期限    年  月  日  

５ 連絡先 

 

この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提

起をすることができます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に

対して␗議申立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告

（ッゴにおいては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができ

ます（決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定

の取消しのッえを提起することができなくなります。）。ただし、先に␗議申立てをし

た場合の処分の取消しのッえを提起することができる期間は、当該␗議申立てに係る

決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となります。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。 



 

 

様式第１５号（第２１条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市景観重要建造物の管理に関する勧告書 

 

 あなたが管理する景観重要建造物は、管理が適当でない又は御殿場市総合景観条例第 

２２条に規定する管理の方法の基準に適合しないため滅失し、若しくはẋ損するおそれが

あると認められるため、景観法第２６条の規定により、次の措置をとることを勧告します。 

 

 

１ 勧告の対象となる景観重要建造物 

 名称 

 指定番号 第   号 

 所在地 

 

２ 勧告の理由 

 

３ とるべき措置 

 

４ ᒚ行期限    年  月  日 

 

５ 連絡先 



 

 

様式第１６号（第２１条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市景観重要建造物の管理に関する命令書 

 

 あなたが管理する景観重要建造物は、管理が適当でない又は御殿場市総合景観条例第 

２２条に規定する管理の方法の基準に適合しないため滅失し、若しくはẋ損するおそれが

あると認められ、同条例第２３条に規定する勧告に従わない場合又は当該景観重要建造物

の滅失若しくはẋ損を防ࡄために⥭ᛴを要する場合に該当するので、景観法第２６条の規

定により、次の措置をとることを命じます。 

 なお、この命令に違反した場合は、同法第１０５条の規定により、３０以下の過料

に処されることがあります。 

 

１ 命令の対象となる景観重要建造物 

 名称 

 指定番号 第   号 

 所在地 

２ 命令の理由 

３ とるべき措置 

４ ᒚ行期限    年  月  日 

５ 連絡先 

 

この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提起をすることが

できます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に対して␗議申

立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告（ッゴにおい

ては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができます（決定を知った日から

６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しのッえを提起することができな

くなります。）。ただし、先に␗議申立てをした場合の処分の取消しのッえを提起することができる

期間は、当該␗議申立てに係る決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となりま

す。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。 



 

 

様式第１７号（第２２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

      様 

 

 

御殿場市長      印  

 

 

御殿場市景観重要建造物指定解除通知書 

 

 景観法第２７条第１項又は第２項の規定により景観重要建造物の指定を解除したので、

同条第３項において準用する同法第２１条第１項の規定により、次のとおり通知します。 

 

１ 指定番号   第   号 

 

２ 指定年月日   年  月  日 

 

３ 景観重要建造物の名称 

 

４ 景観重要建造物の所在地 

 

５ 景観重要建造物の所有者の氏名及び住所 

 

６ 指定解除年月日  年  月  日 

 

７ 指定解除の理由 



 

 

様式第１８号（第２４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

      様 

 

 

御殿場市長      印  

 

 

御殿場市景観重要樹木指定通知書 

 

 景観法第２８条第１項の規定により景観重要樹木を指定したので、同法第３０条第１項

の規定により、次のとおり通知します。 

 

１ 指定番号   第   号 

 

２ 指定年月日      年  月  日 

 

３ 景観重要樹木の樹種 

 

４ 景観重要樹木の所在地 

 

５ 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所 

 

６ 指定の理由となった樹木の特徴 



 

 

様式第１９号（第２６条関係） 

 

御殿場市景観重要樹木現状変更許可申請書 

 

年  月  日 

御殿場市長 様 

 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 景観法第３１条第１項本文の規定により、次のとおり申請します。 

指定番号 第    号 

指定年月日 年  月  日 

景観重要樹木の樹

種 

 

景観重要樹木の所

在地 

 

行為の場所 御殿場市 

行為の期間 着工予定   年  月  日 完了予定   年  月  日 

行為の内容 
 

 

 



 

 

様式第２０号（第２６条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市景観重要樹木現状変更許可通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった景観重要樹木の現状変更については、景観

法第３１条第１項本文の規定により次のとおり許可したので通知します。 

指定番号 第    号 

指定年月日 年  月  日 

景観重要樹木の樹

種 

 

景観重要樹木の所

在地 

 

行為の期間 着工予定   年  月  日 完了予定   年  月  日 

行為の内容 

 

 

 

 

 

 

許可の条件 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第２１号（第２６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

      様 

 

 

御殿場市長      印  

 

 

御殿場市景観重要樹木現状変更不許可通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった景観重要樹木の現状変更については、景観

法第３１条第２項において準用する同法第２２条第２項の規定により次のとおり許可しな

いこととしたので通知します。 

指定番号 第    号 

指定年月日 年  月  日 

景観重要樹木の樹種  

景観重要樹木の所在地  

不許可の理由 
 

 

 

この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提起をすることが

できます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に対して␗議申

立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告（ッゴにおい

ては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができます（決定を知った日から

６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しのッえを提起することができな

くなります。）。ただし、先に␗議申立てをした場合の処分の取消しのッえを提起することができる

期間は、当該␗議申立てに係る決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となりま

す。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。 



 

 

様式第２２号（第２７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

御殿場市長      印  

 

御殿場市景観重要樹木原状回復等命令書 

 

 あなたは、景観法第３１条第１項本文の規定による許可を受けないで景観重要樹木の現

状変更を行った（景観法第３１第２項において準用する同法第２２条第３項の規定により

同法第３１条第１項本文の規定による許可に付された条件に違反した）ので、同法第３２

条第１項において準用する同法第２３条第１項の規定により、次のとおり原状回復又はこ

れに代わるべき必要な措置をとることを命じます。 

 なお、この命令に違反した場合は、同法第１０３条の規定により、３０以下の⨩㔠

に処されることがあります。 

 

１ 原状回復等命令の対象となる景観重要樹木の名称及び指定番号 

２ 命令の理由 

３ とるべき措置 

４ ᒚ行期限    年  月  日 

５ 連絡先 

 

この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提

起をすることができます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に

対して␗議申立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告

（ッゴにおいては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができ

ます（決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定

の取消しのッえを提起することができなくなります。）。ただし、先に␗議申立てをし

た場合の処分の取消しのッえを提起することができる期間は、当該␗議申立てに係る

決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となります。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。 



 

 

様式第２３号（第２８条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市景観重要樹木の管理に関する勧告書 

 

 あなたが管理する景観重要樹木は、管理が適当でない又は御殿場市総合景観条例第２５

条に規定する管理の方法の基準に適合しないため滅失し、若しくはᯤṚするおそれがある

と認められるため、景観法第３４条の規定により、次の措置をとることを勧告します。 

 

 

１ 勧告の対象となる景観重要樹木 

 景観重要樹木の名称 

 樹種 

 指定番号 第   号 

 所在地 

 

２ 勧告の理由 

 

３ とるべき措置 

 

４ ᒚ行期限    年  月  日 

 

５ 連絡先 



 

 

様式第２４号（第２８条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市景観重要樹木の管理に関する命令書 

 

 あなたが管理する景観重要樹木は、管理が適当でないため又は御殿場市総合景観条例第

２５条に規定する管理の方法の基準に適合しないため滅失し、若しくはᯤṚするおそれが

あると認められ、同条例第２６条に規定する勧告に従わない場合又は当該景観重要樹木の

滅失若しくはᯤṚを防ࡄために⥭ᛴを要する場合に該当するので景観法第３４条の規定に

より、次の措置をとることを命じます。 

 なお、この命令に違反した場合は、同法第１０５条の規定により、３０以下の過料

に処されることがあります。 

 

１ 命令の対象となる景観重要樹木 

 景観重要樹木の名称 

 樹種 

 指定番号 第   号 

 所在地 

２ 命令の理由 

３ とるべき措置 

４ ᒚ行期限    年  月  日 

５ 連絡先 

 

この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提起をすることが

できます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に対して␗議申

立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告（ッゴにおい

ては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができます（決定を知った日から

６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しのッえを提起することができな

くなります。）。ただし、先に␗議申立てをした場合の処分の取消しのッえを提起することができる

期間は、当該␗議申立てに係る決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となりま

す。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。



 

 

様式第２５号（第２９条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

御殿場市長      印  

 

御殿場市景観重要樹木指定解除通知書 

 

 景観法第３５条第１項又は第２項の規定により景観重要樹木の指定を解除したので、同

条第３項において準用する同法第３０条第１項の規定により、次のとおり通知します。 

 

 

１ 指定番号   第   号 

 

２ 指定年月日   年  月  日 

 

３ 景観重要樹木の名称 

 

４ 景観重要樹木の樹種 

 

５ 景観重要樹木の所在地 

 

６ 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所 

 

７ 指定解除年月日  年  月  日 

 

８ 指定解除の理由 



 

 

様式第２６号（第３０条関係） 

 

御殿場市景観重要建造物又は景観重要樹木所有者変更届出書 

 

年  月  日 

  

御殿場市長 様  

 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 景観法第４３条の規定により（景観重要建造物・景観重要樹木）の所有者を変更したの

で、次のとおり届け出ます。 

指定番号 第       号 

指定年月日 年   月   日 

景観重要建造物の名称又は景観重要

樹木の名称及び樹種 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木の

所在地 

 

新所有者の氏名及び住所 

（法人にあっては、その名称及び代

表者の氏名並びに主たる事務所の所

在地） 

住所   

氏名 

ᪧ所有者の氏名及び住所 

（法人にあっては、その名称及び代

表者の氏名並びに主たる事務所の所

在地） 

住所   

氏名 

 



 

 

様式第２７号（第３５条関係） 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物許可申請書 

年  月  日  

  御殿場市長 様 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

広告物を表示し、又は掲出物件を設置したいので、御殿場市総合景観条例第３３条第

１項の規定により申請します。 

 

広告物又は掲出物件の種類   

広告物を表示し、又は掲出物件

を設置する場所 

  

表示の内容   

形状及び面積   

ᮦ料及び構造   

色彩、意匠その他表示の方法   

広告物の表示又は掲出物件の設

置の期間 
    年  月  日から   年  月  日まで 

工事施行者 氏名又は名称   屋外広告業の登

録番号 

静岡県知事登録屋外

広告業第  号 住所又は所在地   

工事着手予定年月日  年  月  日 工事完了予定年月日 年  月  日 

備考   

  添付図書 (1)案内図 

(2)仕様書及び設計図 

(3)色彩及び意匠を表す図画 

(4)屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所が、他人の所有又は管理に

属するときは、その所有者又は管理者の承諾を証する書面又はその写し 

(5)広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の周辺の状況を示すカラー写真 

 



 

 

様式第２８号（第３７条関係） 

 

第     号 

年  月  日  

 

       様 

 

御殿場市長    印 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物表示及び設置許可証 

 

    年  月  日付けで申請のあったこのことについて、御殿場市総合景観条例第

３４条の規定により次のとおり許可します。 

 

広告物又は掲出物件

の種類 

  

表示（設置）場所 
  

表 示 の 内

容 、形状及び面積

等 

1R 
表示の内

容 

縦 

(P) 

横 

(P) 
面 

面積 

(P2) 
照明 

１             

２             

３             

４             

５             

許 可 の 期 間   年  月  日 から 年  月  日まで 

許 可 の 条 件  



 

 

様式第２９号（第３７条関係） 

 

第     号 

年  月  日  

 

       様 

 

御殿場市長    印 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物表示及び設置不許可通知書 

 

 あなたが  年  月  日付けで許可の申請を行ったこのことについて、御殿場市総

合景観条例第３４条第１項に規定する許可基準に適合していないため不許可とします。 

 

 

  広告物の種類 

 

  設置場所 

 

 不許可の理由 

 

この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提

起をすることができます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に

対して␗議申立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告

（ッゴにおいては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができ

ます（決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定

の取消しのッえを提起することができなくなります。）。ただし、先に␗議申立てをし

た場合の処分の取消しのッえを提起することができる期間は、当該␗議申立てに係る

決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となります。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。 



 

 

様式第３０号(第３９条関係) 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物許可期間更新申請書 

年  月  日  

  御殿場市長 様 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 許可期間の更新を受けたいので、御殿場市総合景観条例第３６条第２項の規定により申

請します。 

広告物又は掲出物件の種類   

広告物を表示し、又は掲

出物件を設置する場所 

  

表示の内容、形状及び面

積等 

1R 表示の内容 縦 

(P) 

横 

(P) 

面 面積 

(੍) 

照明 

１             

２             

３             

４             

５             

ᮦ料及び構造   

現在受けている許可の期

間、許可日、許可番号 

期

間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

許可日 年  月  日 

許可番号 第    号 

更新の期間   年  月  日 から 年  月  日まで 

ͤ屋外広告業の登録番号 静岡県知事登録屋外広告業第    号 

備考   

(ὀ)ͤ印のあるḍは、申請者が屋外広告業者である場合に記ධすること。 

添付図書(1) 申請前１月以内に撮影した広告物又はこれを掲出する物件のカラー写真 

    (2) 申請前３月以内に行った点検に係る屋外広告物点検報告書（様式第３１号） 

    (3) その他市長が必要と認める図書 



 

 

様式第３１号（第３９条関係） 

御殿場市屋外広告物点検報告書 

対象物

件 

広告物又は掲出物件の種類   

広告物を表示し、又は掲出

物件を設置する場所 

  

設置年月日 年   月   日 

現在受けている許可の年月

日及びその番号 
年   月   日 第    号 

点検項

目等 

  補修を要する不良な

箇所 

補修の概要 

補修年月日 補修の内容 

(1) 取付 (支持 )部分の変

形・⭉㣗 
有・↓ 年  月  日 

  

(2) 主要部ᮦの変形・⭉㣗 有・↓ 年  月  日   

ス等のさびࣅ、ルト࣎ (3)

の状況 
有・↓ 年  月  日 

  

(4) 表示面の汚染・退色・

はく離 
有・↓ 年  月  日 

  

(5) 表示面の破損 有・↓ 年  月  日   

(6) その他特に点検した箇

所 
有・↓ 年  月  日 

  

点検した日 
年   月   日 

༗前 

༗後 

点検 

実施者 

住所   

氏名   

㈨格等 １ 屋外広告業者(登録番号 静岡県知事登録屋外広告業者第 号)      

２ 屋外広告物ㅮ⩦会修了者 

３ 屋外広告ኈ      ４ その他 

 

 



 

 

様式第３２号（第３９条関係） 

第     号 

年  月  日  

       様 

御殿場市長    印 

御殿場市屋外広告物許可期間満了通知書 

 

 あなたが掲出している次の屋外広告物は、  年  月  日に許可期間が満了します。

引き続き掲出する場合は、許可期間満了日前に、許可期間の更新申請をするよう通知しま

す。 

 なお、除却している場合は、㏿やかに除却届を提出してください。 

 

広告物又は掲出物

件の種類 

  

表示（設置）場所   

表示の内容、形状 

及 び 面 積 等 

1R 表示の内容 
縦 

(P) 

横 

(P) 
面 

面積 

(P2) 
照明 

１             

２             

３             

４             

５             

現 在 受 け て い る 

許可の期間、許可

日 、 許 可 番 号 

期

間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

許 可 日 年  月  日 

許可番号 第    号 

更 新 の 期 間   年  月  日 から 年  月  日まで 

必 要 な 書 類 

（ ṇ  各 １ 部 ） 

１ 屋外広告物許可期間更新申請書 

２ 申請前１月以内に撮影した広告物のカラー写真 

３ 申請前３月以内に行った屋外広告物点検報告書 

４ 土地使用承諾書（地の場合） 

５ 道路占用許可書の写し（道路を占用している場合） 

申 請 手 数 料      



 

 

様式第３３号（第４０条関係） 

 

第     号 

年  月  日  

 

       様 

 

御殿場市長    印 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物許可期間更新許可証 

 

    年  月  日付けで申請のあったこのことについて、御殿場市総合景観条例第

３６条第２項の規定により次のとおり許可します。 

 

広告物又は 

掲出物件の種類 

  

表示（設置）場所 
  

表示の内容、形状 

及び面積等 

1R 表示の内容 
縦 

(P) 

横 

(P) 
面 

面積 

(P2) 
照明 

１             

２             

３             

４             

５             

許 可 の 期 間   年  月  日から  年  月  日まで 

許 可 の 条 件  

 



 

 

様式第３４号（第４０条関係） 

 

第     号 

年  月  日  

 

       様 

 

御殿場市長    印 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物許可期間更新の不許可通知書 

 

 あなたが  年  月  日付けで許可の期間の更新申請を行ったこのことについて、

御殿場市総合景観条例第３４条第１項の基準に適合しないことその他許可の期間を更新し

ないと認めるに㊊る相当の理由があるため、同条第２項の規定により次のとおり不許可と

します。 

 

  広告物又は掲出物件の種類 

  設置場所 

  許可期間の満了日  年  月  日 

 不許可の理由 

 

この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提

起をすることができます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に

対して␗議申立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告

（ッゴにおいては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができ

ます（決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定

の取消しのッえを提起することができなくなります。）。ただし、先に␗議申立てをし

た場合の処分の取消しのッえを提起することができる期間は、当該␗議申立てに係る

決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となります。 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。 



 

 

様式第３５号（第４１条関係） 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物の変更許可申請書 

 

年  月  日  

  御殿場市長 様 

 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 広告物又は掲出物件を変更したいので、御殿場市総合景観条例第３７条第１項の規定に

より申請します。 

 

広告物又は掲出物件の種類   

広告物を表示し、又は掲出物件

を設置する場所 

  

現在受けている許可の年月日及

びその番号 
年  月  日 第   号 

変更の内容   

変更の理由   

ͤ屋外広告業の登録番号 静岡県知事登録屋外広告業第   号 

備考   

(ὀ) ͤ印のあるḍは、申請者が屋外広告業者である場合に記ධすること。 

  添付図書 

(1) 案内図 

(2) 変更の前後を比較できる仕様書及び設計図 

(3) 変更の前後を比較できる色彩及び意匠を表す図面 

(4) 広告物又は掲出物件のカラー写真 

(5) その他市長が必要と認める図書 

 



 

 

様式第３６号（第４２条関係） 

 

第     号 

年  月  日  

 

       様 

 

御殿場市長    印 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物変更許可証 

 

    年  月  日付けで申請のあったこのことについて、御殿場市総合景観条例第

３７条第２項の規定により準用する第３４条第１項の規定により次のとおり許可します。 

 

変 更 の 内 容  

広告物又は掲出物件の種類   

表示（設置）場所   

変更後の表示の内容、

形状及び面積等 

1R 表示の内容 
縦 

(P) 

横 

(P) 
面 

面積 

(P2) 
照明 

１             

２             

３             

４             

５             

許 可 の 期 間   年  月  日から  年  月  日まで 

許 可 の 条 件  

 



 

 

様式第３７号（第４２条関係） 

 

第     号 

年  月  日  

 

       様 

 

御殿場市長    印 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物変更不許可通知書 

 

 あなたが  年  月  日付けで変更の許可申請を行ったこのことについて、御殿場

市総合景観条例第３４条第１項の基準に適合しないことその他変更を許可しないと認める

に㊊る相当の理由があるため、同条例第３７条第２項の規定により次のとおり不許可とし

ます。 

 

  広告物又は掲出物件の種類 

 

  設置場所 

 

  変更の内容 

 

 不許可の理由 

 

この決定に不᭹がある場合には、次のとおり␗議申立て又は処分の取消しのッえの提

起をすることができます。 

１ ␗議申立て 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６０日以内に、御殿場市長に

対して␗議申立てをすることができます。 

２ 処分の取消しのッえ 

 この決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内に、御殿場市を⿕告

（ッゴにおいては御殿場市長が⿕告の代表者となります。）として提起することができ

ます（決定を知った日から６月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定

の取消しのッえを提起することができなくなります。）。ただし、先に␗議申立てをし

た場合の処分の取消しのッえを提起することができる期間は、当該␗議申立てに係る

決定があったことを知った日の⩣日から起算して６月以内となります。 



 

 

なお、１の␗議申立てと２の処分の取消しのッえは、同にすることもできます。



 

 

様式第３８号（第４４条関係） 

御殿場市屋外広告物許可証 

 

番号   第     号 

期限   年  月  日 

御殿場市 

(ὀ) 大きさは、縦３．６センࢳメートル、横６．５センࢳメートルとする。 

 

 

様式第３９号（第４４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ὀ) 大きさは、直ᚄ４．５センࢳメートルとする。 

 

 

御 殿 場 市 

屋 外 広 告 物 許 可 済 証 

期 限    年  月  日 

番 号    第    号 

御殿場市 



 

 

様式第４０号（第４６条関係） 

 

御殿場市総合景観条例に基づく堅ろうな広告物等の管理者の設置又は変更届 

  年  月  日 

  御殿場市長    様 

 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 堅ろうな広告物等の管理者を設置又は変更したいので、御殿場市総合景観条例第４１条

第１項の規定により届け出ます。 

 

広告物又は掲出物件の種類   

広告物を表示し、又は掲出

物件を設置する場所 

  

表示の内容   

形状及び面積   

ᮦ料及び構造   

現在受けている許可の 

年月日及びその番号 
年  月  日 第    号 

設置又は変更の年月日         年   月   日 

新管理者 住所   

氏名又は名称   

ͤ屋外広告業の登録番号 静岡県知事登録屋外広告業第    号 

ᪧ管理者 住所   

氏名又は名称   

備考   

(ὀ) ͤ印のあるḍは、新管理者が屋外広告業者である場合に記ධすること。 

 



 

 

様式第４１号（第４６条関係） 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物等の設置者変更届 

 

  年  月  日 

 

  御殿場市長    様 

 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 屋外広告物等の設置者を変更したので、御殿場市総合景観条例第４１条第２項の規定に

より届け出ます。 

広告物又は掲出物件の

種類 

  

広告物を表示し、又は

掲出物件を設置する場

所 

  

表示の内容   

現在受けている許可の 

年月日及びその番号 
年  月  日 第    号 

変更年月日         年   月   日 

ᪧ設置者 住所   

氏名又は名称   

変更の理由   

ͤ屋外広告業の登録番

号 

静岡県知事登録屋外広告業第    号 

備考   

(ὀ) ͤ印のあるḍは、変更後の設置者が屋外広告業者である場合に記ධすること。 

 



 

 

様式第４２号（第４６条関係） 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物等の 

設置者又は堅ろうな広告物等の管理者の変更届 

  年  月  日 

 

  御殿場市長    様 

 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 屋外広告物等の設置者又は堅ろうな広告物等の管理者の氏名、名称又は住所を変更した

ので、御殿場市総合景観条例第４１条第３項の規定により届け出ます。 

 

広告物又は掲出物件の種類   

広告物を表示し、又は掲出物

件を設置する場所 

  

表示の内容   

現在受けている許可の 

年月日及びその番号 
年  月  日 第    号 

変更年月日         年   月   日 

変更前 住所   

氏名又は名称   

変更後 住所   

氏名又は名称   

ͤ屋外広告業の登録番号 静岡県知事登録屋外広告業第    号 

備考   

(ὀ) ͤ印のあるḍは、変更後の者が屋外広告業者である場合に記ධすること。 



 

 

様式第４３号（第４６条関係） 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物等の滅失届 

 

  年  月  日 

 

  御殿場市長    様 

 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 広告物及び掲出物件が滅失したので、御殿場市総合景観条例第４１条第４項の規定によ

り届け出ます。 

 

広告物又は掲出物件の

種類 

  

広告物を表示し、又は

掲出物件を設置する場

所 

  

表示の内容   

現在受けている許可の 

年月日及びその番号 
年  月  日 第    号 

滅失年月日         年   月   日 

滅失の理由   

ͤ屋外広告業の登録番

号 

静岡県知事登録屋外広告業第    号 

備考   

 (ὀ) ͤ印のあるḍは、届出者が屋外広告業者である場合に記ධすること。 

 



 

 

様式第４４号（第４７条関係） 

 年  月  日 

御殿場市既存掲出物件の継続設置に係る誓約書 

 

 御殿場市長 様 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 次の屋外広告物について、広告表示を᧔ཤしましたが、᧔ཤの日から６月以内に当該掲

出物件に新たな広告を表示するため、一的に当該掲出物件の設置を継続します。 

広告物を表示し又は掲出物

件を設置している場所 
 

現在受けている許可の年月

日及びその番号 
 年 月 日 第     号 

表示の᧔ཤ年月日  年 月 日 

備考  

 

 掲出物件を存置するに当たり、次のとおり誓約します。 

 

１ 新たな広告物を表示する際には、御殿場市総合景観条例第２９条第６項の規定により

市長の許可を受けます。 

 

２ 当該掲出物件に新たな広告物を表示しない場合は、表示の᧔ཤの日から６月以内に当

該掲出物件を除却し、御殿場市総合景観条例第４２条第２項の規定により市長に届け出

ます。 

 

３ 上記１及び２をᒚ行しない場合は、御殿場市総合景観条例第４５条第１項の規定に基

づき、当該広告物に違反広告物等である旨の表示をされることにより、条例に違反し

ている旨を公表されることに␗存ありませࢇ。 



 

 

様式第４５号（第４８条関係） 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物除却届 

 

  年  月  日 

 

  御殿場市長    様 

 

届出者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 広告物及び掲出物件を除却したので、御殿場市総合景観条例第４２条第３項の規定によ

り届け出ます。 

 

広告物又は掲出物件の種類   

広告物を表示し、又は掲出物

件を設置する場所 

  

表示の内容   

現在受けている許可の 

年月日及びその番号 
  年   月   日 第    号 

除却年月日     年   月   日 

除却の理由   

ͤ屋外広告業の登録番号 静岡県知事登録屋外広告業第    号 

備考   

(ὀ) １ ͤ印のあるḍは、届出者が屋外広告業者である場合に記ධすること。 

２ 除却後の写真を添付すること。 

 

 



 

 

様式第４６号（第４９条関係） 

  

  この広告物は、御殿場市総合景観

条例に違反しています。 

御殿場市 

  

  

(ὀ) １ 大きさは、縦１０センࢳメートル、横２０センࢳメートルとする。 

２ 色彩は、外縁、内縁及び文字を㯮色、ᯟを㯤色、地をⓑ色とする。 

 

様式第４７号（第４９条関係） 

  

  この広告物

は、御殿場

市総合景観

条例に違反

し て い ま

す。 

 

御殿場市 

  

  

(ὀ) １ 大きさは、縦２０センࢳメートル、横１０センࢳメートルとする。 

２ 色彩は、外縁、内縁及び文字を㯮色、ᯟを㯤色、地をⓑ色とする。 

 

様式第４８号（第４９条関係） 

  

  この広告物は、御殿場市総合景観

条例に基づく除却命令に違反して

います。 

御殿場市 

  

  

(ὀ) １ 大きさは、縦１０センࢳメートル、横２０センࢳメートルとする。 

２ 色彩は、外縁、内縁及び文字を㯮色、ᯟを㉥色、地をⓑ色とする。 

 



 

 

様式第４９号（第４９条関係） 

 

 この広告物

は、御殿場

市総合景観

条例に基づ

く除却命令

に違反して

います。 

御殿場市 

 

  

(ὀ) １ 大きさは、縦２０センࢳメートル、横１０センࢳメートルとする。 

２ 色彩は、外縁、内縁及び文字を㯮色、ᯟを㉥色、地をⓑ色とする。 

 

様式第５０号（第５０条関係） 

(表) 

第    号 

身分証明書（屋外広告物関係） 

所属 

職氏名 

  年  月  日⏕ 

 上記の者は、御殿場市総合景観条例第４７条第１項の規定により立ධ検ᰝを行うᶒ

限を有する者であることを証明する。 

      年  月  日交付             御殿場市長    印 

（写真） 

(裏) 

御殿場市総合景観条例(ᢤ⢋) 

 （報告及び立ධ検ᰝ） 

第４７条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置す

る者又はこれらを管理する者に対し、報告若しくは㈨料の提出を求め、又は当該職員に、広告物及び掲

出物件の存する土地若しくは建物に立ちධり、広告物若しくは掲出物件を検ᰝさせることができる。 

２ 前項の職員は、その身分を示す証明書をᦠᖏし、関係人の請求があったときは、これを提示しなけれ

ばならない。  

(ὀ) 大きさは、縦５．５センࢳメートル、横９センࢳメートルとする。



 

 

様式第５１号（第５１条関係） 

保管広告物等一覧簿 

ᩚ理番号 種類 形状 数㔞 ᨺ置され

ていた場

所 

除却した

年月日 

保管をጞ

めた年月

日 

保管の場所 備考 

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 



 

 

様式第５２号（第５２条関係） 

 

  

御殿場市屋外広告物等の返還に係る受領書 

 

  

  年  月  日 

 

  

  御殿場市長    様 

 

返還を受けた者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 

 以下のとおり広告物又は掲出物件（現㔠）の返還を受けました。 

返還を受けた日     年   月   日    

返還を受けた場所   

返還を受けた 

広告物又は掲出

物件 

ᩚ理番号     第   号 

種類   

形状   

数㔞   

返還を受けた㔠㢠          

 

 



 

 

様式第５３号（第５３条関係） 

 

御殿場市総合景観条例に基づく改善計画書 

 

年  月  日  

 

御殿場市長  様 

 

申請者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 広告物の改修、⛣㌿又は除却が容易でないため、御殿場市総合景観条例附則第５項の規

定により改善計画認定申請書を次のとおり申請します。 

 

屋外広告物の表示 

（設 置）場所 

 

屋外広告物の書類  

表示内容  

改善内容  

改善期限     年   月   日 まで 

ͤ 現在受けている広告物の表示等に係る許可証の写しの他、次の内容がわかる書類を添

付してください。 

１ 改善後における屋外広告物の表示内容 

２ 改善後の形状、面積、ᮦ料及び構造 

３ 改善後の色彩、意匠その他の表示の方法 



 

 

様式第５４号（第５３条関係） 

 

第     号 

年  月  日  

 

       様 

 

御殿場市長    印 

－ 

御殿場市総合景観条例に基づく改善計画の認定書 

 

   年  月  日付けで認定の申請のあったこのことについて、御殿場市総合景観条

例附則第５項の規定に基づき次のとおり認定します。 

 

 

１ 屋外広告物の表示（設置）場所  

２ 屋外広告物の書類  

３ 表示内容  

４ 改善内容  

５ 認定期間（県条例の許可基準により許可ができる期間） 

        年  月  日から  年  月  日まで 

  ６ 認定の条件 



 

 

様式第５５号（第５５条関係） 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物手数料免除申請書 

 

年  月  日  

 

御殿場市長  様 

 

申請者 住所 

（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）  

氏名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

 

 御殿場市総合景観条例附則第８項の規定に基づき、次の広告物又は掲出物件を条例の規

定に適合させたので、表示等の許可の申請又は条例第３６条第２項の許可の期間の更新に

関する申請に係る手数料の免除を申請します。 

 

屋外広告物の表示 

（設 置）場所 

 

屋外広告物の書類 
 

表示内容 
 

改善内容 
 

同 一 の 住 所 等 に あ る 

手 数 料 免 除 の 対 象 と な る 

広告物以外の広告物の有↓ 

有 ・ ↓ 

ͤ 有の場合のみ 

当該広告物の条例適合の有↓ 

適合 ・ 不適合 

ͤ 同一の住所や敷地等に手数料免除の対象となる広告物以外の広告物があるときは、 

 当該広告物も条例の規定に適合しないと手数料免除の対象となりませࢇ。 



 

 

様式第５６号（第５５条関係） 

 

第     号 

年  月  日  

 

       様 

 

御殿場市長    印 

 

御殿場市総合景観条例に基づく屋外広告物手数料免除認定書 

 

   年  月  日付けで認定の申請のあったこのことについて、御殿場市総合景観条

例附則第８項の規定に基づき次のとおり認定します。 

 

１ 屋外広告物の表示（設置）場所  

２ 屋外広告物の書類  

３ 表示内容  

４ 改善内容  

５ 申請手数料免除に係る申請の許可番号及び許可の期間 

第   号 

年  月  日 から  年  月  日 まで 

 

 




